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（教育総務部 企画課） 

 

【議案第５号】 

令和７年度千葉市一般会計補正予算（第７号）中所管 

（教育みらい夢基金積立金） 

 

 

１ 補正理由 

  千葉市教育みらい夢基金への寄附金を基金に積み立てる。 

 

 ２ 補正予算額 

   ４８，２９０千円 

  【財源】寄附金 ４８，０００千円 

      財産運用収入 ２９０千円 

 

 ３ 補正内容 

寄附金 
令和７年４月～１２月寄附分       ３８，６２０千円 

令和８年１月～３月見込み         ９，３８０千円 

財産運用収入                        ２９０千円 

計                     ４８，２９０千円 

 

 ＜参考＞ 

   令和７年度の主な充当予定事業 

   ・特別支援学校教育活動推進事業 

   ・理科教育推進事業 

   ・電子書籍購入事業（学校連携） 

   ・児童書購入事業 

補正予算書 Ｐ２９、３０、４９ 
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（教育総務部 学校施設課） 

【議案第５号】 

令和７年度千葉市一般会計補正予算（第７号）中所管 

（学校施設の環境整備等） 

 

 

１ 学校施設の環境整備 

（１）【国庫補助金の交付決定への対応及び継続費の設定・変更】 

ア 補正理由 

国庫補助金の交付決定に伴い、学校施設の環境整備に係る経費を計上するととも 

に、事業完了予定が次年度となる単年度事業については、繰越明許費を設定し、事 

業期間が複数年度に及ぶ事業については、継続費を設定する。 

また、既に実施している継続事業について、前倒しで進めるため、年割額を変更 

する。 

 

イ 補正予算額 6,244,200 千円（繰越明許費 3,937,000 千円 継続費 2,307,200 千円） 

         【財 源】    国  費      2,302,066 千円 

                  市  債     3,941,000 千円 

                 一般財源       1,134 千円 

 

ウ 補正内容 

事業名 予算額 内容 

1  
体育館冷暖房設備整備 

（繰越明許費） 
2,431,000 千円 

・中学校２５校・高等学校１校 

・特別支援学校３校 ※対象校は次頁 

2 
体育館冷暖房設備整備 
（継続費 R7～9） 

189,000 千円 ・小学校２４校    ※対象校は次頁 
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外部改修 

（繰越明許費） 
1,218,000 千円 

・小学校２校（長作小、大巌寺小） 

・中学校７校（新宿中、轟町中、千城台西中、 

       大宮中、高浜中、土気南中、大椎中） 

4 
大規模改造 

（繰越明許費） 
288,000 千円 ・中学校２校（越智中、泉谷中） 

5 
大規模改造 

（継続費 R7～9） 
408,000 千円 ・中学校１校（貝塚中） 

6 
大規模改造 

（継続費 R7～10） 
225,000 千円 ・小学校１校（西の谷小） 

7 
大規模改造 

（継続費 R6～8） 
1,076,300 千円 

・小学校１校（仁戸名小） 

・中学校１校（さつきが丘中） 

8 
大規模改造 

（継続費 R6～9） 
408,900 千円 ・中学校１校（小中台中） 

合計 6,244,200 千円           

 

補正予算書 Ｐ８～１０、１４、１８～２１、４９～５２、６４～７２ 
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※体育館冷暖房設備整備対象校 
 

繰越明許費 中学校２５校 高等学校１校 特別支援学校３校  計２９校 

   中央区  花見川区  稲毛区  若葉区  緑区  美浜区  

校名 

新宿中 犢橋中 轟町中 更科中 越智中 幸町第一中 

末広中 こてはし台中 千草台中 千城台西中 泉谷中 幕張西中 

川戸中 天戸中 都賀中 大宮中 土気南中 高浜中 

星久喜中 朝日ケ丘中 第二養護 若松中 大椎中 磯辺中 

 幕張本郷中  貝塚中  稲毛高校 

   養護学校  高等特別支援 

小計 ４ ５ ４ ６ ４ ６ 

合計 ２９ 

  

 

継続費Ｒ７～９  小学校２４校  

   中央区  花見川区  稲毛区  若葉区  緑区  美浜区  

校名 

新宿小 検見川小 園生小 若松小 誉田小 磯辺第三小 

都小 花園小 緑町小 小倉小 誉田東小 打瀬小 

宮崎小 作新小 山王小 桜木小 土気南小 幕張西小 

星久喜小 上の台小 小中台小 北貝塚小 小谷小 磯辺小 

小計 ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

合計 ２４ 

 

【継続費設定】 

 ＜継続費 事業費及び年割額＞                     （単位：千円） 
 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 計 

体育館冷暖房設備整備 

（小学校 24 校） 
189,000 3,000 1,728,000 ― 1,920,000 

大規模改造（貝塚中） 408,000 3,000 480,000 ― 891,000 

大規模改造（西の谷小） 225,000 3,000 693,000 120,000 1,041,000 

合計 822,000 9,000 2,901,000 120,000 3,852,000 

 

【継続費変更】 

 ＜継続費 事業費及び年割額＞                     （単位：千円） 

変 更 前 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 計 

大規模改造（仁戸名小） 384,400 4,000 496,500 ― 884,900 

大規模改造（さつきが丘中） 295,200 4,000 585,800 ― 885,000 

大規模改造（小中台中） 174,600 4,000 361,900 756,300 1,296,800 

合計 854,200 12,000 1,444,200 756,300 3,066,700 

 

 ＜継続費 事業費及び年割額＞                     （単位：千円） 

変 更 後 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 計 

大規模改造（仁戸名小） 384,400 497,500 3,000 ― 884,900 

大規模改造（さつきが丘中） 295,200 586,800 3,000 ― 885,000 

大規模改造（小中台中） 174,600 412,900 3,000 706,300 1,296,800 

合計 854,200 1,497,200 9,000 706,300 3,066,700 

                                    1,485,200 増  1,435,200 減    50,000 減 
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２ エレベータ設置 

（１）【国庫補助金の交付決定への対応及び継続費の設定・変更】 

ア 補正理由 

国庫補助金の交付決定に伴い、エレベータ設置に係る経費を計上するとともに、 

事業期間が複数年度に及ぶため、継続費を設定する。 

また、既に実施している継続事業について、前倒しで進めるため、年割額を変更 

する。 

 

イ 補正予算額        766,000 千円     ※全額 継続費 

         【財 源】    国  費       130,400 千円 

                  市  債      633,000 千円 

                 一般財源        2,600 千円 

 

ウ 補正内容 

事業名 予算額 内容 

1 
エレベータ設置 

(継続費 R7～9） 
633,000 千円 

・小学校４校（磯辺第三小、弥生小、小中台小、生浜東小） 

・中学校２校（千城台西中、高洲中） 

2 
エレベータ設置 

(継続費 R6～8） 
133,000 千円 

・小学校３校（仁戸名小、小中台南小、真砂第五小）  

・中学校３校（末広中、草野中、幕張本郷中） 

 

【継続費設定】 
 ＜継続費 事業費及び年割額＞                    （単位：千円） 

 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 合計 

小学校エレベータ設置 

（磯辺第三小、弥生小、小中台小、生浜東小） 
426,000 4,000 20,000 450,000 

中学校エレベータ設置 

（千城台西中、高洲中） 
207,000 2,000 10,000 219,000 

合計 633,000 6,000 30,000 669,000 

 
【継続費変更】 
 ＜継続費 事業費及び年割額＞                    （単位：千円） 

変 更 前 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 合計 

小学校エレベータ設置 

（仁戸名小、小中台南小、真砂第五小） 
300,000 2,000 50,000 352,000 

中学校エレベータ設置 

（末広中、草野中、幕張本郷中） 
336,000 4,000 85,000 425,000 

合計 636,000 6,000 135,000 777,000 

 
 ＜継続費 事業費及び年割額＞                    （単位：千円） 

変 更 後 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 合計 

小学校エレベータ設置 

（仁戸名小、小中台南小、真砂第五小） 
300,000 52,000 0 352,000 

中学校エレベータ設置 

（末広中、草野中、幕張本郷中） 
336,000 87,000 2,000 425,000 

合計 636,000 139,000 2,000 777,000 

                                                133,000 増 133,000 減 
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３ 新設校建設 

（１）【国庫補助金の交付決定への対応及び継続費の変更】 

ア 補正理由 

国庫補助金の交付決定に伴い、新設校建設に係る経費を計上するとともに、事業 

を前倒しで進めるため、年割額を変更する。 

 

イ 補正予算額         90,000 千円     ※全額 継続費 

         【財 源】    国  費       28,382 千円 

                  市  債       60,000 千円 

                 一般財源       1,618 千円 

ウ 補正内容 

事業名 予算額 内容 

新設校建設 

（継続費 R5～8） 
90,000 千円 ・小学校１校 プール工事 

 

【継続費変更】 

 ＜継続費 事業費及び年割額＞                     （単位：千円） 

変 更 前 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 合計 

建設工事 7,000 867,000 4,806,000 292,000 5,972,000 

 

 

＜継続費 事業費及び年割額＞                     （単位：千円） 

変 更 後 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 合計 

建設工事 7,000 867,000 4,896,000 202,000 5,972,000 

                                                   90,000 増  90,000 減 
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４ 中等教育学校整備 

（１）【国庫補助金の交付決定への対応及び継続費の設定】 

ア 補正理由 

国庫補助金の交付決定に伴い、中等教育学校整備に係る経費を計上するととも 

に、事業期間が複数年度に及ぶため、継続費を設定する。 

 

イ 補正予算額         32,000 千円     ※全額 継続費 

         【財 源】    国  費        2,000 千円 

                  市  債       30,000 千円 

                 一般財源          0 千円 

ウ 補正内容 

事業名 予算額 内容 

中等教育学校整備 

（継続費 R7～9） 
32,000 千円 ・中等教育学校１校 校庭整備 

 

【継続費設定】 

 ＜継続費 事業費及び年割額＞                     （単位：千円） 

 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 合計 

校庭整備 32,000 2,000 139,000 173,000 
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５ 校庭整備 

（１）【国庫補助金の交付決定への対応】 

ア 補正理由 

国庫補助金の交付決定に伴い、校庭整備に係る経費を計上するとともに、事業完 

了予定が次年度となることから、繰越明許費を設定する。 

 

イ 補正予算額        404,690 千円   ※全額 繰越明許費 

         【財 源】   国  費       28,000 千円 

                  市  債      376,000 千円 

                 一般財源        690 千円 

ウ 補正内容 

事業名 予算額 内容 

校庭整備 

（繰越明許費） 
404,690 千円 ・小学校２校（千城台東小、誉田東小） 

 

 

 

６ 照明設備改修 

（１）【国庫補助金の交付決定への対応】 

ア 補正理由 

国庫補助金の交付決定に伴い、照明設備改修に係る経費を計上するとともに、事 

業完了予定が次年度となることから、繰越明許費を設定する。 

 

イ 補正予算額         51,000 千円   ※全額 繰越明許費 

         【財 源】    国  費       17,000 千円 

                  市  債       34,000 千円 

                 一般財源          0 千円 

ウ 補正内容 

事業名 予算額 内容 

照明設備改修 

（繰越明許費） 
51,000 千円 ・小学校１校（瑞穂小） 
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（教育総務部 教育給与課） 

【議案第５７号】  

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について 
 

 

 

１ 改正の趣旨 

教員特殊業務のうち、学校の管理下において行われる部活動における生徒

に対する指導業務で、週休日等に行うものに係る手当の額を引き上げるため、

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正するものである。  

 

２ 改正内容 

部活動の地域展開に伴い、処遇と負担のバランスから学校の管理下におい

て行われる部活動における生徒に対する指導業務で、週休日等に行うものに

係る手当を、部活動指導員の補助単価等と同程度の水準とするため、義務教育

費国庫負担金の算定基準が引き上げられることから、本市における当該手当

の支給額を、義務教育費国庫負担金の算定基準と同額となるよう、以下のとお

り引き上げる。 

 

区分 改正前 改正後 

対外運動競技等に  

おける指導業務  

（練習試合等含む）  

日額  ５，１００円  

（練習試合等は、日額３，６００円）  

日額  ５，１００円  

（練習試合等は、下記の手当に統合）  

学校の管理下におい

て行われる部活動に

おける指導業務  

３時間以上日額  ２，７００円  ３時間以上日額  ３，９００円  

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日  
  

議案書  Ｐ１７４、１７５  
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新旧対照表（千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について）  

改正前 改正後 

別表第２ 

区分 支給対象細別 支給額 

［略］ 

（18）

［略］ 

［略］ ［略］ 

第１０条第３

号の業務 

日額 ５，１００

円（教育委員会が

別に定める指導業

務にあっては、日

額３，６００円） 

第１０条第４

号の業務 

３ 時 間 以 上 日 額 

２，７００円 

［略］ 

 備考［略］ 

別表第２ 

区分 支給対象細別 支給額 

［略］ 

（18）

［略］ 

［略］ ［略］ 

第１０条第３

号の業務 

日額 ５，１００

円 

 

 

 

第１０条第４

号の業務 

３時間以上日額 

３，９００円 

［略］ 

 備考［略］ 

附  則   

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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（生涯学習部 生涯学習振興課） 

 

【議案第５８号】 

千葉市青少年センター設置管理条例の廃止について 

 

 

１ 廃止の趣旨 

   千葉市南部青少年センターは、昭和４８年１１月に「青少年の健全な育成を図

り、教養の向上に資する」ことを目的として設置したが、施設の老朽化により修

繕及び維持管理に多額の経費負担を要すること、公民館等においても青少年の健

全育成と教養の向上を目的とした事業を行っていることから、令和８年度末で廃

止するものである。 

 

２ 施設概要 

所 在 地 千葉市中央区白旗１丁目３番１６号  

構 造 等 鉄筋コンクリート造３階 

延床面積２，８４８．１７㎡、敷地面積２，９７３．３７㎡  

施 設 内 容 １階：管理事務室、ホール、ラウンジ 

２階：料理実習室、講習室、会議室 

３階：録音室、視聴覚室、美術実習室、和室、レッスン室  

駐車場：３４台 

利 用 時 間 午前９時から午後９時まで 

休 館 日 月曜日、祝日、年末年始 

 

３ 今後のスケジュール 

   令和８年度 千葉市南部青少年センター解体実施設計 

   令和９年度 千葉市南部青少年センター解体工事 

（千葉市みやこ図書館白旗分館は現地で建替え予定） 

 

４ 施行期日 

令和９年４月１日 

議案書 Ｐ１７６ 
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（生涯学習部 文化財課 新博物館整備室） 

 

【議案第６３号】 

工事請負契約について 

（特別史跡加曽利貝塚新博物館（仮称）整備・運営事業建設工事） 

 

 

 

本件は、特別史跡加曽利貝塚新博物館（仮称）整備のため、博物館、飲食物販施設、

土器づくり工房、屋外エレベーター棟の建築工事等を行うものである。 

 

１ 工事名称  特別史跡加曽利貝塚新博物館（仮称）整備・運営事業建設工事 

 

２ 施工場所  千葉市若葉区小倉町９３７番地外 

 

３ 工事概要 

  特別史跡加曽利貝塚新博物館（仮称）整備のための博物館、飲食物販施設、土器づく

り工房、屋外エレベーター棟の建築工事等 

  ＜令和７年度債務負担行為設定＞ 

（１）博物館    概  要 基本設計、実施設計、建築工事、工事監理 

     構造規模  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上３階建 

             延床面積 ３，８９６㎡ 

（２）飲食物販施設   概  要 基本設計、実施設計、建築工事、工事監理 

     構造規模  鉄筋コンクリート造、地上１階建 

             延床面積 １１０㎡ 

（３）土器づくり工房   概  要 基本設計、実施設計、建築工事、工事監理 

     構造規模  木造、地上１階建 

             延床面積 ５０㎡ 

（４）屋外エレベーター棟 概  要 基本設計、実施設計、建築工事、工事監理 

     構造規模  鉄骨造、地上３階建 

             延床面積 ６１㎡ 

（５）その他外構工事（駐車場、敷地内通路、フェンス等の整備） 

 

４ 契約方法  一般競争入札（総合評価落札方式） 

 

５ 契約金額  ９，０８１，６００千円（消費税含む） 

 

６ 工  期  契約締結日から令和１２年９月３０日まで 

議案書  Ｐ１８７、１８８  
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７ 請 負 者 請負者 千葉市中央区中央１丁目１１番１号 

前田・市原・トータルメディア・久米特定建設工事共同企業体 

代表者 千葉市中央区中央１丁目１１番１号 

前田建設工業株式会社 千葉営業所 

所長 渡辺 賢太朗 

千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

株式会社市原組 

代表取締役 本橋 誠之 

東京都千代田区紀尾井町３番２３号 

株式会社トータルメディア開発研究所 

代表取締役 山村 健一郎 

東京都江東区潮見２丁目１番２２号 

株式会社久米設計 

代表取締役 能口 達也 
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 位 置 図  

 

出典：国土地理院地図（https://www.gsi.go.jp/）をもとに千葉市作成           

 

 配 置 図  

 
出典：事業提案書からの抜粋           

※令和 8 年度からの基本設計等において変更となる場合があります。 

新

博

物

館 

桜林高等学校 

(2)飲食物販施設 

(1)博物館 
(4)屋外エレベーター棟 

(3)土器づくり工房 
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